
教 員 全 体

（専任、兼担、非常勤、その他）専任教員

実務家教員

以下①～③のいづれかに該当し、

① 教育上又は研究上の業績を有する者

② 高度の技術・技能を有する者

③ 特に優れた知識及び技能を有する者

かつ、

担当する専門分野に関し高度の教育上の指
導能力があると認められる者

（文部科学大臣が定めるところにより）専攻
分野における実務の経験を有し、かつ、高
度の能力を有する者

専攻分野におけるおおむね５年以上の実
務の経験を有し、

かつ、

高度の実務の能力を有する者


